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災害対策基本法施行令等の一部改正について（お知らせ） 

 

 平素から、当協会の事業に格別のご協力をいただき、厚くお礼申し上げます。 

  さて、このことについて（一社）全国ＬＰガス協会から別添のとおり通知が

ありましたのでお知らせします。 

 この改正により、これまでは、災害時に緊急通行路を指定した場合のみ交付

されていた緊急通行車両等の「標章」及び「証明書」が、災害発生前にも交付

されることになりました。 
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全Ｌ協保安・業務Ｇ５第１２５号 

 令和５年１０月１１日 

 

正 会 員  各 位  

（一社）全国ＬＰガス協会 

 

 

災害対策基本法施行令等の一部改正について（お知らせ） 

                     

 

標記につきましては、災害等が発生し又は発生しようとしている場合に、災害応急

対策等を迅速・円滑に実施するため、「公安委員会により道路の区間又は区域を指定

して緊急通行車両等以外の一般車両の通行を禁止（以下、緊急交通路）」する場合があ

ります。 

これまでは緊急交通路を指定した場合のみ、緊急通行車両等であることの確認を行

い、緊急交通路を通行するために必要となる「標章」及び「証明書」が交付されてお

りましたが、令和５年９月１日に災害対策基本法施行令等の一部を改正する政令が施

行され、災害発生前においても、緊急通行車両の確認を行い、有効期限最大５年間の

「標章」と「証明書」の交付を受けることが可能となりました。 

つきましては、都道府県協会におかれましては会員に対し、また直接会員におかれ

ましては営業所等に対し、お知らせくださいますようよろしくお願いいたします。 

 

（旧）事前届出⇒事前届出済証の発行⇒災害発生⇒車両の優先確認⇒証明書の発行

及び標章の交付⇒緊急通行 

（新）事前確認⇒証明書の発行及び標章の交付⇒災害発生⇒緊急通行 

 

【内閣府ホームページ】 

・交付に関する改正 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r5_01.html 

 

 

・申出書及び添付書類等に関する改正 

https://www.bousai.go.jp/taisaku/kihonhou/kihonhou_r5_02.html 

 

 

  以 上 

      発信手段：Ｅメール  

  担当：保安・業務グループ 森、橋本、國坂 


